
４．情報通信技術の活用などによる

サービスのイノベーション

42



将来人口を前提にした場合、サービス業の立地が厳しくなる自治体数

n サービス別に動きを見ると、百貨店は３割、大学、有料老人ホーム、ハンバーガー店は２割を超える市町村
で施設・店舗がなくなる可能性がある。特に、百貨店は大きな需要規模（25万-30万人）を必要としているの
で、人口減少によって立地が厳しくなる。生活インフラや介護など、日常生活で利用の多い病院や銀行も、
１割を超える市町村で立地が厳しくなる可能性がある。

将来人口を前提にした場合、立地が厳しくなるサービス
自治体数（３大都市圏を除く）

出所：「地域の経済2016」（内閣府）

43



将来人口の規模別市町村数と立地困難なサービス例

n それぞれの人口規模の下で提供が困難になるサービスを例示すると、人口規模が２万人以下では、ペット
ショップや英会話教室等のサービスが、人口規模１万人以下では、救急病院や介護施設、税理士事務所棟
のサービスが、人口５千人以下では、一般病院や銀行など日常生活に必要なサービスの提供主体は立地
が難しくなる。

将来人口の規模別市町村数と立地困難なサービス例

出所：「地域の経済2016」（内閣府）

44



行政効率の改善

n 人口規模が小さな地域ほど相対的な行政コスト負担が重く、一人当たり負担の抑制には効率の改善が課
題。非民生費は規模の経済性の活用により抑制可能。業務標準化、ITの活用、外部委託による効率化で
歳出抑制が可能。広域連携は規模の経済性の発揮を促すことで効率を高める有力な方策。

出所：「地域の経済2016」（内閣府）

45



立地にとらわれないサービスの提供

n サービスは、生産と消費が同時に発生する性質があることから、一般的には、供給側と需要側が近くに存
在することが要件と考えられる。しかしながら、情報通信技術（IT）の発展等により、立地（又は居住地）にと
らわれずに、生活に必要なサービスを提供（又は享受）することが次第に可能となっている。

n 特に、一般病院や銀行などは日常生活に不可欠なサービスであり、人口減少下でもこうしたサービスが今
後利用可能となるよう、ITの利活用による立地にとらわれないサービスの提供を促すなどの環境整備を進
める必要がある。

情報通信技術（IT）の活用によるサービスの取組例

出所：「地域の経済2016」（内閣府）
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マイキープラットフォームによる地域活性化方策

n 民間利用が可能な電子証明書等（マイキー）を活用 ※マイナンバーは使わない

47出所：総務省資料



マイナンバーカードを活用した利活用将来像

48出所：社会保障・税番号制度概要資料（内閣官房）


